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食品に関するリスクコミュニケーション食品に関するリスクコミュニケーション

こんなこと聞いてみたかったこんなこと聞いてみたかった

農薬のこと農薬のこと

食品安全委員会
厚生労働省
農林水産省

全国消費者団体連絡会

平成20年11月18日(火） プラザエフ「クラルテ」
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本日、皆さんと一緒に考える内容（１）

１．どうして農薬が必要なの？

２．農薬の安全性はどのようにして確保されているの？

３．食品の基準値はどうやって決めているの？

４．ふつうの食事から、どのくらいの量の農薬を食べてい
るの？

５．農薬を使う時の基準はどうなっているの？
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６．生産農家の方は農薬を使用する時、どんなことに
気をつけているの？

７．海外では日本で使用されていない農薬が使わ
れているようだけど、そんな農薬が使われた作
物を食べても大丈夫なの？

８．残留基準をオーバーしていたということが、
マスコミで報道されることがあるけど、行政の
監視はどのようになっているの？

９．残留基準値を超えたものは、危険なの？

本日、皆さんと一緒に考える内容（２）
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質問 １

どうして農薬が必要なの？

他にもこんなご質問・ご意見がありました

・農薬を減らす工夫はしているの？

・できれば、農薬が使われていないものを食べたい。

・農薬は1種類でどんな害虫にも病気にも効果があ

るの？
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「農薬」とはどんなもの？

殺虫剤

殺菌剤

除草剤

誘引剤

交信かく乱剤
など

発根促進剤

着果促進剤

無種子果剤
など

寄生バチ

テントウムシ

カブリダニ類

昆虫ウィルス
など

病害虫の防除に
用いる薬剤薬剤

病害虫の防除に
利用する天敵天敵

農作物等に使用農作物等に使用

成長調整の薬剤薬剤

大前提!!
農作物等に使用
しないものは農薬
ではありません

農林水産省
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どうして農薬を使うの？

農作物を病害虫の被害から保護し、収量を確保

農作物の生理機能に作用し、品質を確保

手作業などに比べ、雑草防除に要する労働力

を軽減

かび毒の産生によってヒトに健康被害が生じる

ことの防止

農林水産省
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農薬を使わないと？

トマトの疫病

病害虫による被害

品質の
低下

収量の
低下

リンゴのシンクイムシ

農林水産省

88

病害虫による被害

防除区（農薬使用） 無防除区

害虫（ヨトウムシ、アオムシ、
コナガ等）の食害による

収量･品質の低下

→収量が約3割低下

キャベツ畑

農林水産省
８
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水稲栽培での労働時間の推移

(財)日本植物調節剤研究協会資料より
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農林水産省
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【 防 除 】

②防除要否及び
タイミングの適切
な判断

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の３つの基本

病害虫等の発生状
況により経済的被
害を生じると判断

【予防】

①病害虫･雑草の
発生しにくい環境
の整備

・生物的防除（③多様な手法
による適切な
防除

【 判 断 】

農林水産省
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農林水産省
消費・安全局

農産安全管理課
農薬対策室

農薬の登録
～登録のない農薬は使用できません～

農
薬
製
造
者
又
は
輸
入
者

（独）農林水産消費
安全技術センター

人・家畜等への安全性

土壌・水環境への影響

原体混在物の安全性

有効成分・製剤の物理的

化学的性状

薬効・薬害

農作物等への残留性

水産動植物等有用動植物

への影響

製造、加工
又は輸入

受付

検査 検査の
指示

結果の
報告

登録票
交付

登録
申請

経由

農林水産省
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農薬の登録
～登録のない農薬は使用できません～

食品安全委員会

食品影響評価
（ADI設定）

残留農薬基準の
設定

厚生労働省

中央環境
審議会

登録保留基準
の設定

環境省

農林水産省
消費・安全局

農産安全管理課
農薬対策室

受付

経由

農業資材
審議会

農林水産省
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◇農政部は、生産者に対して使用基準に基づく適正
な農薬使用、生産履歴記帳指導等を実施。

◇農薬散布の考え方や適正な農薬使用による安全確
保について、消費者が現場で体験・見学することで、
残留農薬に関する不安軽減を図る。

５回の体験＆講義 事業参加者１５名

①苗の定植、②生育観察、③被害状況調査、

④収穫、残留農薬分析依頼、⑤意見交換

（農薬散布区と無散布区を設けて比較）

農薬使用理解促進事業

群馬県

1414

第３回事業 調査の様子

平成20年９月25日（木）
群馬県

１４
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1515
群馬県

１５

1616
群馬県

１６
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ほ場に発生していた病害虫

レタス

ブロッコリー

オオタバコガ アブラムシ

ヨトウムシアオムシ

黒腐病

コナガ タマナギンウワバ

群馬県

1818
群馬県

１８
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調査結果（第３回）
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群馬県
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調査結果
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ブロッコリー

群馬県
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第４回ほ場全体の様子
ブロッコリー

散布区
無散布区

群馬県
２１

22

農薬散布歴
レタス ブロッコリー

８月26日定植 ８月16日定植

日付 農薬 倍率

８／27

８／29
９／９

９／16

９／24

Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ 2,000
ﾏﾄﾘｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ 1,000

ｽﾀｰﾅ水和剤

Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ

菌
虫

菌

菌
ｴｽﾏﾙｸDF
ｳﾗﾗDF

虫
虫

ｱﾌｧｰﾑ乳剤虫

ｽﾋﾟﾉｴｰｽ(顆水)虫
ｱｸﾀﾗ(顆水)虫

ﾊﾞﾘﾀﾞｼﾝ液剤菌

2,000
2,000
1,000
2,000

1,000

5,000
3,000

2,000

日付 農薬 倍率

８／27

８／29
９／９

９／16

９／24

Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ 2,000
ﾏﾄﾘｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ 1,000

ｽﾀｰﾅ水和剤

Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ

菌
虫

菌

菌
ｴｽﾏﾙｸDF虫

ｱﾌｧｰﾑ乳剤虫

ｽﾋﾟﾉｴｰｽ(顆水)虫
ｱｸﾀﾗ(顆水)虫

2,000
2,000
1,000

5,000
3,000

2,000
群馬県

２２
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残留農薬分析結果

（ｱﾌｧｰﾑ乳剤） 残留基準値 （ｽﾀｰﾅ水和剤） 残留基準値

散布区 検出せず 0.5ppm 検出せず ２ppm

無散布区 検出せず 0.5ppm 検出せず ２ppm

散布区 検出せず 0.1ppm 検出せず ２ppm

無散布区 検出せず 0.1ppm 検出せず ２ppm

※検出限界値　両薬剤とも0.01ppm

ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩 オキソリニック酸

レタス

ブロッコリー

作物・区

分析成分

レタス：H２０／１０／７収穫・分析

ブロッコリー：H２０／１０／２０収穫・分析

群馬県
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もし、農薬を使用しなかったら・・・

秋どりキャベツの例

○害虫の食害による被害は 大きい！

原因

ヨトウムシ

アオムシなどの食害

９０％の食害被害

Ｐ７－①JA茨城
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25平成20年6月 日本植物防疫協会資料より抜粋・引用
Ｐ７－②JA茨城

26

農薬使用を減らす技術

化学農薬の
使用削減

露地野菜

交信かく乱剤の使用
（フェロモン剤など）

施設野菜

防虫ネット
粘着シートの使用

Ｐ７－③JA茨城
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27ＪＡなめがた チンゲン菜ハウス（施設）圃場

粘
着
シ
ー
ト

Ｐ７－④JA茨城

28露地レタスの収穫の様子
Ｐ７－⑤JA茨城
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彼女は
どこ？

彼女は
どこ？

ごく微量で特定の虫のみに作用

交信かく乱剤とは？

メスがオスを呼び寄せる交信用物質（性フェロモン）

を人工的に果樹園に放出させることで、

オスがメスを見つけられない

↓

交尾･産卵ができない
交信かく乱剤

(ﾁｭ-ﾌﾞに薬剤が入っている）

オス

オス

メス
メス

∧
∧

∧ ∧

？

？

交信かく乱剤

農林水産省ＨＰ内「農薬コーナー」掲載資料より抜粋・引用
Ｐ７－⑥JA茨城

30フェロモンディスペンサーの設置状況の様子

フェロモンディスペンサー

Ｐ７－⑦JA茨城
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31
フェロモントラップ設置状況

フェロモントラップ

こんなこと聞いてみたかった農薬のことJA茨城

32

質問 ２

農薬の安全性はどのようにして、確保
されているの？

他にもこんなご質問・ご意見がありました

・農薬の胎児や子供への影響が心配です。

・ADIってなんですか？
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33農家指導
厚生労働省
残留農薬基準設定

市場を監視
農林水産省

農薬登録

農林水産省

農薬の評価の流れ

本委員会

最終決定

農薬専門調査会

食品健康影響評価

申請者（国内使用に関して）

申請者
（インポートトレランスに関して）厚生労働省

食品安全委員会

環境省

環境への影響評価
４週間の意見募集

食品安全委員会

３３

34

農薬のリスク評価の進め方

動物実験から有害作用を知る

• 無毒性量（NOAEL）を推定する

• 安全係数（SF）を決める

• ADI（一日摂取許容量＝ヒトが一生涯、

ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取
しても健康に悪影響がないと判断される量）を
設定する

食品安全委員会
３４
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１回の投与で短期間に出る毒性（急性毒性試験）

長期間の連続で出る毒性（慢性毒性試験）

DNAや染色体に変化を与えるか（遺伝毒性試験）

悪性腫瘍の発生・促進の毒性（発がん性試験）

生殖能、胚・胎児への障害などの毒性（繁殖毒性試験）

妊娠中の動物に投与した際の胎児への影響（催奇形性試
験）

体内での吸収、分布代謝、排泄などの試験（体内運命試
験）

無毒性量を決めるための動物実験等

さまざまな動物実験のデータを利用

食品安全委員会
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生
体
影
響

摂取量NOAEL（無毒性量）

非可逆的影響

（中毒/致死領域）

可逆的影響

（作用領域）

悪影響が出るとは考えられないレベルで管理

実際の残留農
薬・添加物の
使用範囲

ADI の特定（一日摂取許容量）

1/100

食品安全委員会

ものの量と体への影響

残留農薬基準

（作物ごと）

厚生労働省

医薬品、農薬など

食品安全委員会
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無毒性量無毒性量（（ NOAEL NOAEL ））
NOAEL: No Observed Adverse Effect LevelNOAEL: No Observed Adverse Effect Level

動物を使った毒性試験において何ら有害作用
が認められなかった用量レベル

各種動物（マウス、ラット、ウサギ、イヌ等）のさまざまな毒性試験
において、それぞれNOAELが求められる。
（妊娠中の胎児への影響などについても試験を実施）

ラット

ラット

イヌ

マウス

ラット

ウサギ

0.1mg/kg 体重/日

0.067mg/kg 体重/日

0.06mg/kg 体重/日

0.67mg/kg 体重/日

0.1mg/kg 体重/日

0.2mg/kg 体重/日

無毒性量試験動物種
２年間慢性毒性試験

亜急性神経毒性

慢性毒性試験

発がん性試験

2世代繁殖試験

発生毒性試験

例

全ての毒性試験の
中で最も小さい値を
ADI設定のための
NOAELとする

（ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽの例）

食品安全委員会

38

安全係数 （SF）
SF: Safety Factor

さまざまな種動物試験から求められたNOAELからヒト

のADI を求める際に用いる係数。

動物からヒトへデータをあてはめる際、通常、動物とヒ

トとの種差を10、ヒトとヒトとの間の個体差を10として、そ

れらを掛け合わせた100を用いる。

種差 個体差

１０ × １０ ＝ １００

食品安全委員会
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一日摂取許容量 （ ADI ）
ADI : Acceptable Daily Intake

ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取しても健康に
悪影響がないと判断される量

「一日当たりの体重1kgに対する量(mg/kg体重/日)」で表示される。

動物と人間との差や、子供などの影響を受けやすい人など個人差を考慮し
て「安全係数」を設定し、NOAELをその安全係数で割って、ADIを求める。

ADI ＝ NOAEL※ ÷ 安全係数 (SF)
( 0.0006 ＝ 0.06 ÷ 100 )

※各種動物試験から求められた無毒性量のうち最小のもの

毎日一生涯摂取
一日の食品

ＡＤＩ

食品安全委員会

40

質問 ３

食品の基準値はどうやって決めている
の？

他にもこんなご質問・ご意見がありました

・皮には農薬があるので厚く剥いた方が良い
という声が聞かれますが、皮も利用するエコ
クッキングを目指したい。皮に残留農薬が多
いのか、知りたいです。
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米から摂取される農薬量

大根から摂取される農薬量

みかんから摂取される農薬量

暴
露
量
（
食
品
を
経
由
し
て
摂
取
す
る
農
薬
等
の
量
）

ＡＤＩ（mg/kg体重/day）を基に
算出される許容される摂取量

米における残留農薬レベルの推定値 × 米の摂取量（注）

米の基準値案（ppm）

安全レベル

推定される暴露量 理論最大一日摂取量方式
により算出される暴露量

注）我が国においては、食品摂取量について
毎年調査を実施しており、「国民平均」の
ほか「幼小児」、「妊婦」及び「高齢者」
における摂取量をとりまとめている。

（健康増進法に基づく国民栄養調査）

食品残留農薬基準の設定

基本的な考え方： 毎日の食事を通じて摂取する農薬等の量がＡＤＩを超えないようにする

厚生労働省

42

質問 ４

ふつうの食事から、どのくらいの量
の農薬を食べているの？

他にもこんなご質問・ご意見がありました

・食品には実際にどのくらいの農薬が残って
いるの？
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マーケットバスケット調査

国民栄養調査による食品摂取量を参考に、市場で流通している農産物等を
購入し、通常行われている調理方法に準じて調理を行った後、化学分析を実
施し、対象となる農薬の摂取量を調べる方式。

農薬が検出されなかった食品群については、検出限界の20％の農薬が含ま

れているものと仮定してその農薬の一日摂取量を推計する。同一農薬につい
て、少なくとも４機関により調査を行い、その平均値をもって、国民の一日摂取
量とする。

マーケットバスケット調査方式

目 的

日常の食事を介して摂取される農薬の１人当たりの１日摂取量を推計すること。

結 果

平成16年度調査では、２種類の農薬が検出されたが、いずれも、一日摂取量はＡＤＩに対して

１％未満であった。

厚生労働省

44

質問 ５

農薬を使う時の基準はどうなっているの？

他にもこんなご質問・ご意見がありました

・農薬はかけてから日数がたつと、自然に少なくな

るの？

・農薬の使用回数が少ない方が安全なの？
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農薬使用基準とは？

農薬を使用する際に守るべき基準のこと

特に、食用作物に農薬を使用する際には遵守しなければ
なりません

具体的には？

適用作物

それぞれの農薬は使える作物が限定

使用時期

いつごろ使えるか、収穫前何日まで使えるか

使用回数

出荷までに何回農薬（農薬成分）が使えるか

使用量または希釈倍数

どれくらいの量、どれくらいの濃度で使えるか
農林水産省

46

農薬使用基準は農薬のラベルに記載されています

農林水産省 ４６
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【適用害虫と使用方法】

【使い方】 散布（調整液は早く使用する）

ラベル拡大図
ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所
には置かない。

使用量にあわせ薬液を調製し、使い切る。空きビンはほ場など
に放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンク

に入れる。

作物名 害虫名 希釈倍数（倍） 使用時期 総使用回数

りんご アブラムシ類

・・・

1500～2000 14日 5回

みかん ハマキムシ類

・・・

1000～1500 7日 3回

農林水産省

48

農林水産省によるモニタリング調査
対象：全国4,000農家（毎年選定）
地方農政事務所の職員が実際に農家に出向き、
農薬使用状況を確認
一部の農家（約2,000戸）については、ほ場で
採取した農作物の残留農薬分析を実施

農林水産省によるモニタリング調査農林水産省によるモニタリング調査
対象：全国4,000農家（毎年選定）
地方農政事務所の職員が実際に農家に出向き、
農薬使用状況を確認
一部の農家（約2,000戸）については、ほ場で
採取した農作物の残留農薬分析を実施

使用方法が守られていることはどのように
チェックされているの？

それ以外の農家
農薬使用履歴の記帳等を行うように指導
農薬使用基準違反の疑いが生じた場合など必要
に応じ立入検査を実施

それ以外の農家それ以外の農家
農薬使用履歴の記帳等を行うように指導
農薬使用基準違反の疑いが生じた場合など必要
に応じ立入検査を実施

農林水産省

４８
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作物に残留する農薬濃度の減少

「収穫日7日前まで」使用する農薬の場合

残
留

量
（
pp

m
）

経過日数（日）

残留農薬基準

A農薬

B農薬

C農薬

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 7 14 21

農林水産省
４９

50

基本に立ち戻っておさらい

従って

いくら農作物に残留し
なくても、効果がなけ
れば意味がない

効果が高くても、農作物に
残留することによって健康
に影響が出てはいけない

効果を期待して農作
物に使用するもの

農作物に残留した農薬が、
ヒトの健康に悪影響を与え
てはいけない

農薬は

農薬使用基準を決める際には、効果や作物
への残留性などを総合的に考える必要

農林水産省
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農薬の使用回数

以下のようなことを総合的に考慮して決定

防除すべき病害虫の発生頻度

薬効がどれくらい持続するか

残留性がどれくらいあるか

使用回数が多い農薬が危険
ということではありません

農林水産省

52

質問 ６

生産農家の方は農薬を使用する時、どんな
ことに気をつけているの？

他にもこんなご質問・ご意見がありました

・農薬の購入、使用時期、使用回数、使用した
作物などの記録は残しているの？

・農薬の使用方法の説明や指導はどのように
されているの？
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53
生産者に配信される防除日誌

（農薬登録の最新版管理がされています） Ｐ２０－①JA茨城

54システムにより記帳内容の点検がされています
Ｐ２０－②JA茨城
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55定期的に開催されるＪＡ営農指導員向け
農薬研修会の様子JA茨城

56

農薬のリスク管理

農薬の安全性評価と登録

登録農薬の販売

正しい使用

安全な農産物

農薬のリスク管理のポイント

残留農薬リスク
を許容範囲に
抑える重要な
要素が、適正
な農薬の販売・
使用

行政の監視指導

農薬管理指導士

行政の指導

農薬適正使用推進員

ＪＡ等関係団体
による指導県条例に基づく

安全の確保
（３点セット）

色は本県独自の取組
群馬県
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農薬適正使用推進員制度（Ｈ１７年度創設）

○農薬の専門知識を有し、
技術的な役割を担える
生産者を養成

○養成講習会＋認定試験
○平成１９年度末 ７１９名

群馬県

5858

農薬適正使用条例に基づく安全確保体制

群馬県
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59
群馬県

60

質問 ７

海外では日本で使用されていない農薬が
使われているようだけど、そんな農薬が使
われた作物を食べても大丈夫なの？

他にもこんなご質問・ご意見がありました

・海外と比べて国内の基準は厳しいの？

・輸入される作物の残留農薬は心配ないの？
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食品中に残留する農薬等
※
へのポジティブリスト制度

食品の成分に係る規格（残留基準）が定め
られていないもの

食品の成分に係る規格（残留基準）が定め
られているもの

農薬等が残留していても基本的に流
通の規制はない

２５０農薬、３３動物用医薬品等に残
留基準を設定

【従来の規制】

【ポジティブリスト制度の施行後】・・・・・平成18年5月29日施行 輸入品も国産品も同じ基準を適用

食品の成分に係る規格（残留基
準）が定められていないもの

食品の成分に係る規格（残留
基準）が定められているもの

813農薬等

残留基準を超えて農薬等が残留する
食品の流通を禁止

一定量（0.01ppm）を超えて農薬等
が残留する食品の販売等を禁止

残留基準を超えて農薬等が残留する食品の
流通を禁止

ポジティブリスト制度の施行までに、現
行法第１１条第１項に基づき、農薬取
締法に基づく基準、国際基準、欧米の
基準等を踏まえ、新たな基準を設定

７５８農薬等

登録等と同時の残留基準設定など残留
基準設定の促進

人の健康を損なうおそれのない量
として厚生労働大臣が一定量を告
示

人の健康を損なうおそれの
ないことが明らかであるもの
を告示

６５物質

厚生労働大臣が指定す
る物質

ポジティブリスト制度の対象
外

※ 農薬等： 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品

厚生労働省

６１

62

合合 格格

回収・廃棄回収・廃棄
又は又は

積み戻し積み戻し

消費者消費者

検査検査命令命令 モニタリング検査モニタリング検査 自主検査の指導自主検査の指導

輸入時の検査体制輸入時の検査体制輸入時の検査体制

輸出国における衛生対策輸出国における衛生対策
・農薬等の使用管理・農薬等の使用管理
・証明書の発給・証明書の発給
・輸出前検査等・輸出前検査等

二国間協議二国間協議
わが国の食品衛生規制を遵守わが国の食品衛生規制を遵守
するよう要請するよう要請

必要に応じ現地調査必要に応じ現地調査

輸入食品の監視体制等の概要輸入食品の監視体制等の概要

過去の違反事例過去の違反事例
輸出国の情報輸出国の情報
原料・製造方法等原料・製造方法等

違
反
情
報

違
反
情
報

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

海外における食品安全情報海外における食品安全情報のの収集収集

・国立医薬品食品衛生研究所安全情報部・国立医薬品食品衛生研究所安全情報部

・食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課・食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課

違反発見時の通報違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく都道府県等監視指導計画に基づく
都道府県等の収去検査都道府県等の収去検査

検疫所における届出審査検疫所における届出審査検疫所における届出審査

不合格不合格

輸
入
時

輸
入
時

輸
入
時

輸
出
国

輸
出
国

輸
出
国

国

内

国国

内内

事前相談・指導事前相談・指導事前相談・指導

厚生労働省

６２
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輸入時における検査制度輸入時における検査制度

指導検査等指導検査等

農薬や添加物等の使用状況や同種の食品の違反情報等を参考農薬や添加物等の使用状況や同種の食品の違反情報等を参考としとし

て、輸入者のて、輸入者の自主的な衛生管理の一環自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対しとして、国が輸入者に対し

て定期的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査等て定期的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査等

モニタリング検査モニタリング検査

多種多様な輸入食品について、多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く食品衛生上の状況について幅広く

監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じるこ監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じるこ

とを目的とを目的として、国がとして、国が年間計画に基づ年間計画に基づいて実施する検査いて実施する検査

国が費用負担、国が費用負担、検査検査結果の判明を待たずに輸入結果の判明を待たずに輸入可能可能

検査命令検査命令

自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違

反が判明するなど、反が判明するなど、法違反の可法違反の可能性が高い能性が高いと見込まれると見込まれる食品等食品等にに

ついて、輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査ついて、輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査

輸入者が費用負担、輸入者が費用負担、検査検査結果判明結果判明まで輸入不可まで輸入不可

厚生労働省

６３

64

輸入作物の残留農薬等の安全性

ー中国の食品安全対策を中心にしてー

株・アジア食品安全研究センター
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無公害食品行動計画

国務院2001年4月制定、農業部４つの政策実施

①農産品質量安全法（２００６．１１施行）を制定し、１８農薬
の禁止と９農薬の使用制限実施

②農産物の安全に関する監視・監督強化

③無公害食品生産支援と加工・流通への政策的支援

④北京市、天津市、上海市、深せん市で無公害食品生産
支援を実施し周辺への拡大を図る

株・アジア食品安全研究センター

66

高毒性有機リン５農薬の四段階規制
（中華人民共和国農業部公告第３２２号 2004．2.12）

人民の安全と健康、環境保全、市場競争力高揚等のため、

高毒性５農薬 （メタミドホス、パラチオン、パラチオンメチル、

モノクロトホス、フォスファミドン）の農業上の使用を段階的

に規制する。

２００４年１月 製剤登録抹消

２００５年１月 原体製造業社の保有する製剤の使用を綿花、

水稲、とうもろこ し、 小麦の４作物に限定

２００７年１月 使用を全面禁止 （輸出用原体製造を除く）

2008年 1月 製造・販売・使用・輸出全面禁止

株・アジア食品安全研究センター
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中華人民共和国農産品質量安全法
（農産物品質安全法）

中華人民共和国主席令第49号（2006年4月29日公布、11月1日施行）

第1章 総則
・農産品の品質の安全、公衆の健康維持、農業・農村の経済の発展のために本法

を定め、農業部が主管する
・本法の農産品とは「初級農産品」であり、農作業により得られる植物、動物、微生

物・微生物産物をさし、人の健康と安全を保障するために制定する

第2章 農産品質量安全標準
強制的技術標準（化学物質・毒物・微生物汚染等不適合品の販売禁止）

第3章 農産品産地

大気・水・土壌・廃棄物・薬物・資材等による汚染指定地域の農産物生産禁止

第4章 農産品生産 （農業資材関連法規充実・関連知識教育指導強化、生産記録等）

第5章 農産品包装・表示 （偽装表示禁止、生産者・産地・保障期間・等級等表示）

第6章 監督検査 （有害物質汚染・基準値違反品販売禁止、安全情報の公開等）

第7章 法律責任 （違法行為責任追及、販売免許停止、罰金2千元～２万元、

第8章 付則
株・アジア食品安全研究センター

68

中国政府の食の安全に対する取り組み（２００７年度） 1/5

3月1日
残留農薬等の検査方法36項目を国家標準として正式に使用開始

蔬菜・果物中の農薬等 500種
動物用医薬品 131種
生物毒素 7種

GC/MSやLC/MS/MSを用いた多成分一斉分析法

・ 国内における方法の統一化
・ 欧・米、日の検査における要求（検出限界）を満たす

株・アジア食品安全研究センター
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中国政府の食の安全に対する取り組み（２００７年度） 2/5

6月1日

国家質検総局『輸出食品の検査済み標識貼付に関する告示』発布

2007年9月1日から、出入境検験検疫機構の検査に合格した全て
の食品に検査実施を示す標識（CIQシール）を付さなければならない。

検査履歴のトレーサビリティーの徹底化

通関時、証書に不具合があったり検査済みの標識がない食品の輸出を禁止

株・アジア食品安全研究センター

70

中国政府の食の安全に対する取り組み（２００７年度） 3/5

7月10日

農業部、衛生部、工商総局、質検総局、食品薬品監督局

『国家食品薬品安全十一五規画』の発表

・ 第11次5カ年計画に基づき、食品、薬品、外食衛生などの監視作業の増強

・ 5年後に食品検査率９０％、食品安全重大事故処理率１００％等を達成する

・食品安全モニタリングの増強
・食品安全検査水準の向上
・食品安全に関与する基準制定
・食品安全情報システムの設立
・食品安全評価システムの確立
・食品安全突発事故等対応体系樹立
・
・

株・アジア食品安全研究センター
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中国政府の食の安全に対する取り組み（２００７年度） 4/5

7月26日 中華人民共和国国務院令 第５０３号公布・施行

『食品等の生産物の安全監視管理強化に関する国務院特別規定』

生産経営者、監督管理部門、地方人民政府の責任を更に
明確にし、各監督管理部門の連動性を高める

これまで法律による規定がなかったもの全てが本法の対
象となる

・法律違反の原料等の使用を禁止
・検査報告書（あるいはそのコピー）がない商品の販売を禁止
・輸出用の商品は、輸出先（国あるいは地域）の基準を満たす必要
・違反した場合、利益・設備等を没収し、生産金額の10倍～20倍の罰

金、 免許取消、犯罪は刑事責任

・地方政府等が監視・管理を怠った場合主要責任者名の
公表・降格・免職等

株・アジア食品安全研究センター
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中国政府の食の安全に対する取り組み（２００７年度） 5/5

10月31日

• 国務院常務委員会『中華人民共和国食品安全法』採択

12月26日

• 全国人民大会常務委員会『中華人民共和国食品安全法』審議

11項目の禁止事項（草案第5章37条）

・禁止命令物質を含有する食品の製造販売
・病死、毒死、原因不明死した動物等の肉類・製品の製造販売
・非食品原料を用い、添加した食品の製造販売
・栄養成分が安全基準に合わない乳・幼児食品の製造販売
・腐敗、変質、異物混入等異常食品の製造販売
・病原菌、残留農薬、重金属等、人体に有害な物質が国家標準超過して含ま

れる食品の製造販売
・動物検疫検査を受けないか、不合格の肉類の製造販売
・偽物食品、表示ラベルの無い食品、汚染された包装材料等の製造販売

・２００８．４．２０ 『食品安全法』草案公布

株・アジア食品安全研究センター
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中華人民共和国食品安全法 草案
2008年4月20日公布（全人大常委会）

• 第一章 総則
（食品の汚染、有害要因の防止・抑制・除去、疾病の予防と削減、食品安全保証、人民の体質
増強のため制定する）

• 第二章 食品安全の危険性の監視と評価
• 第三章 食品安全標準

（国家標準と地方標準に分かれ、有害物質基準、乳幼児補助食品の栄養成分、ラベル・標識
・説明書添付、生産経営の衛生、品質、検査法と規定、食品標準制定）

• 第四章 食品検査 （検査機構は国務院認証認可監督管理部門が資質を認定して許可する）

• 第五章 食品生産経営
（全ての組織・個人の11項目の食品生産経営活動を禁止する、国家は、食品回収制度を構築）

• 第六章 食品輸出入
（輸出入食品等は食品安全国家標準、相手国の強制要求に符合しなければならず、税関は

CIQ発行の通関証明を基に輸出を許可する）

• 第七章 食品安全事故予防と処置
（地方人民政府は事故応急案を設定し一級人民政府に報告する。隠蔽・虚偽報告・報告遅延・
現場や証拠破壊の禁止、審査承認と監督管理部門の職務怠慢汚職の状況を明確にする）

• 第八章 監督管理
• 第九章 法律責任

（法に違反．虚偽報告は刑事責任を追及。犯罪が成立しない場合は解雇、除名し、10 年間は
同一職に就けない）

・ 第十章 付則

株・アジア食品安全研究センター
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日本の対応
医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長通知

（食安輸発0823002号 平成19年8月23日）

• 中国政府の措置の有効性検証のため、違反事例につい
て輸入業者から、輸出登録・輸出企業登記の有無、検査
の結果、検験検疫マークの貼付の有無等を報告させる

• 輸出停止企業については、引き続き当該企業の全ての
食品の輸入手続を保留する

• 検験検疫マーク貼付の有無にかかわらず、従来どおり、
検査命令、モニタリング検査等を実施する。

（輸入時検査の取り扱いは変更しない）

株・アジア食品安全研究センター
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質問 ８

残留基準をオーバーしていたということが、
マスコミで報道されることがあるけど、行政
の監視はどのようになっているの？

76

農産物中の
残留農薬検査結果

（平成15～19年度）

群馬県食品安全検査センター
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群馬県における残留農薬検査事業

検査名検査名 根拠法等根拠法等 採取場所採取場所

条例検査条例検査
群馬県農薬適正使用条例群馬県農薬適正使用条例
（各農業事務所）（各農業事務所）

県内の集出荷場等から県内の集出荷場等から
採取採取

収去検査収去検査
食品衛生法食品衛生法

（各保健福祉事務所）（各保健福祉事務所）

県内市場、製造所県内市場、製造所

スーパー等から収去スーパー等から収去

試買検査試買検査
食品表示ウォッチャーと食品表示ウォッチャーと

食品衛生監視員の協働食品衛生監視員の協働
県内の小売店で試買県内の小売店で試買

群馬県

7878

群馬県
７８
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年度別の検査検体数
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群馬県
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年度別検査項目数
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群馬県
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検査目的別の検出率（対検体数）
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検査目的別の検出率（対検査項目）
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群馬県
８２
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まとめ

• 農産物60種、1,534検体、140,705項目の検査実

施

• 残留農薬基準値を超えた事例は３件であった。

• 検体数に対する違反率０．１９６％

• 検査項目数に対する違反率０．００２％

• 検出された農薬は、一日摂取許容量（ADI）を超え

ないよう厳しく設定された残留農薬基準値と比較し
て、十分に低いので健康への影響はない

群馬県

8484

農薬事案緊急対策チームとは

・本県農産物の安全性が危惧される事案が発生し
た場合に、「農薬事案に係る緊急時対応マニュア
ル」に基づく県庁緊急対策チーム会議を開催し、出
荷の取扱い、公表の取扱い等について判断する。

・現場では県庁緊急対策チームと連携する地域緊
急対策チームを組織し、農家やＪＡ等への聞き取り、
履歴確認、原因究明、農家指導などを行う。

農薬緊急事案対策チーム

群馬県
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農薬を使用した農産物の安全性チェック

生産者

生産履歴記帳

農薬安全使用講習会

生産履歴記帳

防除日誌チェック

残留農薬検査

ＪＡグループ茨城

出荷

指導

農薬の正しい使用

Ｐ２４－①
JA茨城

86
農家現場での農薬安全使用指導の様子 Ｐ２４－②

JA茨城
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残留農薬分析施設 Ｐ２４－③

JA茨城

88
残留農薬分析検査作業

JA茨城



45

89

質問 ９

残留基準値を超えたものは、危険な
の？

90

○ 食品の成分につき規格が定められた
ときは、その規格に合わない食品を製造
し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保
存し、若しくは販売してはならない。

○ 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品
が、人の健康を損なうおそれのない量と
して厚生労働大臣が定める量を超えて
残留する食品は、これを販売の用に供
するために製造し、輸入し、加工し、使
用し、調理し、保存し、又は販売しては
ならない。

食品衛生法第11条の概要

厚生労働省
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動
物
に
よ
る
毒
性
試
験

無

毒

性

量

安

全

係

数

一
日
摂
取
許
容
量
（
Ａ
Ｄ
Ｉ
）

1日当たりの各農
畜水産物摂取量

国民平均だけでなく、幼小
児、妊婦、高齢者も考慮

農畜水産物中の残
留農薬実態調査

農
薬
等
の
残
留
基
準

毒性試験と残留基準の関係
－ もし食べてしまったときの安全性 －

×

通常
1/100

日本人が平均的に食べる１日あたりの農畜水産物中に含
まれると推定される残留農薬の合計が、ADI の80％を超え
ないように基準を設定

急性参照用量（ARfＤ）

厚生労働省

9292

食品安全情報のクラス分類（平成１６年８月施行）

◇食品衛生法違反事例や農薬取締法違反事例等に

ついて報道発表を行う場合に、

◇当該違反食品等の摂取による「健康面への影響」を

「３つのクラス」に分類

クラス１・・・重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る場合

クラス２・・・一時的な健康被害若しくは治癒可能な健康被害

クラス３・・・健康被害の原因となるとは、まず考えられない場合

わかりやすい情報の提供、報道機関の理解促進
群馬県
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プレス例

「食品安全試買検査」の結果について

１ 試買検査の概要

○月○日に農産物直売所で購入した「○○○」から残留基準を超える農薬成分が検出されたこと
から、食品衛生法を所管する○○課及び農薬取締法を所管する○○課に情報提供し・・・・・・・・・。

２ 違反の概要

・違反内容：アセフェート（殺虫剤）の検出値：0.31ppm（一律基準：0.01ppm）

クラス分類：クラス３：健康被害の原因となることはまず考えられない

（１）アセフェートのADI（１日摂取許容量）は、0.03mg/kg体重/日です。これは、当該品

を一生涯毎日約4.8kgを食べ続けても人体への影響は考えられない量です。

（２）アセフェートについては、キャベツ、レタス、トマト、なす5.0ppm、ぶどう、みかん・レ

モン・オレンジ5.0ppm、かき2.0ppm等の残留基準が設定されています。

最近は、ＡＤＩだけでなく、急性毒性の指標となるＡＲｆＤ（急性参照用量）
との比較も実施している。

群馬県
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A
D

I

N
O

A
E

L

摂取量

健
康
影
響

無影響

安全係数 SF（１／１００）

一日摂取許容量 無毒性量

複合影響ってあるの？

ADIを超えないように

残留基準を定める

【薬】

作用する量の
化学物質を複数
与えるとまれに
相互作用あり

【農薬】

作用しない量の
化学物質を複数
与えても作用が

現れるとは考えられない

受け手が違う

食品安全委員会

参考スライド
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